
資料Ⅱ（各サービス共通） 

４．衛生管理と安全対策 

 



感染症クラスターの発生を抑えるために ―管理者編― 

  高齢者施設等では、利用者の免疫力の低下や重症化リスクの高さに加え、介助時の身体的接触の多 

さ・施設構造上の制約・人員体制等、感染が拡がりやすい状況にあることを認識しておく必要があります。 

感染自体を完全になくすことはできないものの、感染の拡大を最小限にすることが求められます。その

ため、平時から体制を整備し、感染症（疑い）患者が発生した際に迅速な対応が取れるよう、あらかじめ確

認しておきましょう。あわせて、下記のチェックポイントを参考にしながら、自施設の感染症に関する事業

継続計画（BCP）やマニュアル等を見直しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）平時からの準備 

利用者・職員の体調把握や関係機関との連携体制を確認し、急な感染症（疑い）患者の発生時に対

応ができるようにしましょう。また、職員に対して感染対策の具体的な方法を研修等で周知しておきましょ

う。 

 

「平時」 チェックポイント！ 

□ 利用者の体調変化を把握するための体制を整備する 

⇒職員が利用者の体調に変化を感じた際は、速やかに管理者へ報告・相談するよう周

知する  （別表１「体調の変化 観察ポイント」を参照） 

⇒「いつ」「どこで」「だれが（何人）」「どのような症状」かを確認できるようにしておく 

⇒同じ症状の利用者が多い等、通常とは異なる傾向を早期に察知できるようにする 

□ 医師や看護師等、医療機関の連携体制を構築しておく 

⇒関係機関の連絡先一覧を作成し、報告する内容を整理しておく 

⇒適切なタイミングで受診できるよう体制を整えておく 
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□ 職員の健康管理に留意し、体調不良を申し出しやすい環境を整える 

⇒体調不良時は、速やかに医療機関の受診を勧める 

⇒必要な健康診断やワクチン接種等が滞りなく行えるよう調整する 

□ 感染対策に必要な物品管理を行う 

  ⇒物品保管場所や内容は、どの職員もわかるように“見える化”しておく 

  ⇒どの場合に、どの物品を使用する等、職員と共有しておく 

□ 施設内の環境整備を行う 

⇒状況に応じて対応できるよう、清掃・消毒・換気等の方法を定めておく 

⇒清掃・消毒用物品管理や換気扇の定期的な点検を行う 

⇒職員全員が手指衛生を実践しやすい環境を整える 

  例 手指消毒用アルコールの個人携帯の導入や設置場所の検討 

□ 感染対策に関する職員研修や訓練を定期的に実施する 

⇒施設内で取り決めたマニュアル等を職員に周知させる  

研修例 感染症患者（疑い例含む）が発生した場合の初期対応   

       手指衛生の方法やタイミング 

       個人防護具の着脱方法 

□ 地域の感染症の発生状況を把握する 

⇒和歌山市感染症情報センターホームページ等を定期的にチェックする 

□ 発生状況に応じて、保健所等の関係機関へ報告・相談できるよう連絡先等を把握して

おく 

 

日々の検温や食事時の体調確認等を通じて、普段から利用者の健康状態に注意を払うことが大切

です。また、夜間等人手が少ない時間帯を含めた対応を、職員と共有しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別表１ 体調の変化 観察ポイント】 

福祉施設向け 感染症対応訓練ツール 静岡県健康福祉部作成より一部抜粋 



特に何も言わないけれど 

少し体が熱く、 

なんとなく普段と違うような・・？ 

何をすればいいのかな？ 

 

（２）感染疑い者の発生～感染初期の対応   

健康状態が普段と異なる利用者が見られた場合には、早期の対応が重要です。体調の変化を見逃

さず、下記のチェックポイントを参考にしながら、医療機関への受診調整や職員間での情報共有等を整

理・確認しておくことで、スムーズかつ的確な対応につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「感染疑い者の発生」 チェックポイント！ 

□ 利用者の体調の変化があれば、速やかな受診調整を行う 

⇒管理者不在時にも対応できるよう、医療機関等の連絡先を明示しておく 

□ 利用者の体調変化等を明確に記録に残す （いつから・どのような症状か） 

□ 症状がある利用者は、食堂等の共有場所の利用を避ける 

⇒症状がある利用者やその家族へ、体調及び対応の説明を行う 

□ 体調不良者が発生していることを、職員間で速やかに情報共有する 

□ 感染対策に必要な物品の確認、準備を行う 
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受診の結果、感染対策が必要と言われた 

部屋を移した方がいいのかな？ 

他の人の体調は大丈夫かな？ 
施設職員 

利用者 

施設職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「感染初期」 チェックポイント！ 

□ 患者の療養環境を調整する 

⇒なるべく個室での療養を調整する 

（他利用者と距離が保てるよう、施設の構造や状況によって対応する） 

□  患者の体調変化に注意を払う 

  ⇒体調の悪化があれば、速やかに再受診の調整を行う 

□ 患者・その家族への説明をする 

  ⇒速やかに状況（体調・施設の対応等）や受診結果を説明する 

（説明日、説明者、相手、説明内容等を記録しておく） 

 

□ 患者の同室者、又は患者と行動を共にすることが多い利用者（接触者）を優先的に、

健康状態の確認をする 

⇒確認の結果、症状が認められた場合は、速やかに受診調整や部屋移動等の対応

を行う 

⇒有症状者が複数人いる場合は、イベントや行事の見直しを検討する 

□ 保健所へ発生状況を報告する 

⇒報告基準参照 http://www.kansen-wakayama.jp/topcs/s_f_1.html 

報告基準に達していなくても、感染対策について不安な場合、保健所に相談する 

 

どこに手袋とかあったかな？ 

脱ぎ方はどうだったかな？ 

早く必要な物を持ってこないと 

 



□ 職員の健康状態を確認する 

⇒職員は、出勤前や勤務中に体調不良があれば、速やかに報告をする 

□ 職員の勤務調整を行う 

⇒患者のケアを担当する職員を可能な限り分ける 

（出務職員が少ない時は、ケアを提供する人の順番を工夫する） 

⇒職員のうち、基礎疾患を有する人・妊婦等は、勤務上の配慮を行う 

□ 職員同士で情報を共有し、同じ感染対策がとれるようにする 

⇒患者情報や感染対策の内容、必要な物品等を随時確認する 

□ 感染経路（空気感染・飛沫感染・接触感染）に応じた物品を配置する 

⇒職員動線が交差しないよう留意する 

□ 個人防護具の着脱は、適切なタイミングで行う  

（図１ 「個人防護具の着脱のポイント」を参照） 

⇒個人防護具は、決められた場所で使用し、それ以外の場所では必ず脱衣する 

例 個室管理であれば、患者の部屋へ入る前に身につけ、出る前に脱ぐ 

⇒ガウンや手袋を着用したまま、決められた場所以外移動しない 

⇒夜勤帯は特に人員が不足しやすく、個人防護具の脱衣に特段注意を払う 

⇒着脱方法等は、図や写真で、視覚的にわかるようにする 

□ 利用者 1人ひとりへのケア終了後には、必ず手指衛生を遵守する 

□ 清掃・消毒・換気等の衛生対策を実施する （図２ 「環境清掃のポイント」を参照） 

⇒利用者がよく触れる場所（高頻度接触面）を中心に、効果的な薬品での消毒を行う 

□ 職員による清掃・消毒・換気等が、施設内の取り決めに沿って実施されているかを管

理者が確認する 

□ 他の施設利用者やその家族・外部業者に対し、施設内の感染症発生状況や感染対

策について、適宜情報提供する 

例 感染症の発生状況等を周知するため、玄関ホールに掲示を行う 

  

 

 

 

 

 



【図１ 個人防護具の着脱のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２ 環境清掃のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省ホームページより一部抜粋 

福祉施設向け 感染症対応訓練ツール 静岡県健康福祉部作成より一部抜粋 

個人防護具を脱ぐ時には注意が必要 

・手袋 ➡ ガウンの順に脱ぐ 

※手袋が一番汚染している可能性があるため 

・自分や周囲環境を汚染しないように脱ぎ、廃棄する 

・脱いだ後は、手指衛生をすぐに実施する 


